
 

 

 

 

健康被害情報収集に関わる「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」（平成 14 年 10

月 4 日付け 医薬発第 1004001 号。以下「平成 14 年通知」という。）が廃止され、「いわゆる「健康食品」・無承認

無許可医薬品健康被害防止対応要領について」（令和６年３月 13 日付け 健生食基発 0313 第１号 医薬監

麻発 0313 第５号）が発出されました。 

また、錠剤・サプリメント形状の健康食品の品質確保のための「「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的

考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」について」（平成 17

年 2 月 1 日付け 食安発第 0201003 号。以下「平成 17 年通知」という。）が廃止され、「「錠剤、カプセル剤等食品

の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針（ガイドライン）」及び「錠剤、カプ セル剤等食品の

製造管理及び品質管理（GMP）に関する指針（ガイドライン）」 について」（令和６年３月 11 日付け 健生食基

発 0311 第２号）が発出されました。 

厚生労働省の担当官による説明会を開催します。健康食品の品質を確保するための重要な通知改正となりますので、

健康食品の携わる事業者の皆様は、是非、ご参加ください。 

 

◆日時：2024 年 3 月 27 日（水）14 時 00 分～16 時 00 分 

（Zoom ウェビナーによるオンライン配信） 

 

◆対象：健康食品を取り扱う事業者 

 

◆プログラム（予定）14:00～16:00  *時間は前後する場合があります。 

1．開会挨拶（14:00～14:05）      

(公財)日本健康・栄養食品協会 常務理事  青山 充 

2．厚生労働省における、いわゆる「健康食品」の安全性確保の取り組みの概要（14:05～14:15）   

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品基準審査課 

新開発食品保健対策室長    佐野 喜彦 

3．健康被害情報収集と「平成 14 年通知」の改正（14:15～15:05）   

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品基準審査課 

新開発食品保健対策室 専門官    一色 聡志 

（休憩） 

4．「平成 17 年通知」廃止と新ガイドライン （15:10～16:00） 

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品基準審査課 

新開発食品保健対策室 専門官    一色 聡志 

 

◆参加費：無料 

◆お申し込み方法・期限：下記の参加フォームより、３月 25日（月）15:00 までにお申し込みください。 

参加申込みフォームはこちら 

https://fs220.xbit.jp/m969/form10/


◆改正内容（平成14年通知および平成17年通知）： 厚生労働省・ウェブサイト 

 

◆事前質問：事前質問を受け付けます。事前質問のある方は、参加申込フォームの質問欄に質問内容をご記入してい

ただき、3月 21日（木）15:00 までに、参加申し込みください。 

説明会の中で可能な限りで、質問に回答する予定です。 

 

なお、本通知に関しては、パブリック・コメントを行っておりますので、そちらを事前にご確認いただいた上でご質問ください。

パブリック・コメント結果：（平成14年通知）、（平成 17年通知） 

 

◆参加 URL 及び資料：説明会前日までに申し込み頂いたメールアドレスに Zoom ウェビナー参加用の URL､説明会

資料ダウンロード用の URL、ID およびパスワードをお送りします。 

 

◆問合せ先：公益財団法人 日本健康・栄養食品協会  健康食品部 

TEL：03-3268-3131    e-mail：kenshoku@jhnfa.org 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/kankeihourei.html
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230276&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230249&Mode=1

